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（１）計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）対象区域 

 

 

 

 

 

（３）目標年次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）都市づくりの基本理念（岡山市都市計画マスタープランより） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（５）都市空間形成の基本方向（岡山市都市計画マスタープランより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．都市のコンパクト化に向けた基本方針 

人とまちが健幸で、持続的に発展する交流拠点都市 岡山 

【マスカット型都市構造】 

都市の活力を高め、市民の暮らしを支える拠点の形成 

・これからの時代は出生率の継続的な減少から人口増加は見込めず、高齢化が進行する地域社会になる

ことを前提として受け止め、人口減少や高齢化が進む中にあっても、市民生活の質と都市の活力の向

上を図り、中四国の拠点都市としての発展を目指すことが重要となります。 

・人口減少・超高齢社会においても、若年者から高齢者まで誰もが「すこやかに」「しあわせに」暮らす

ことができ、人やまちが健幸で、持続的に発展し未来に躍動する交流拠点都市を目指します。 

 

21 世紀中頃 
(2050 年頃) 

令和 20 年度
(2038 年) 

目標年次 

※なお、策定後は、概ね５年ごとに計画の進捗状況について調査・分析及び評価を実施し、 
必要に応じて見直しを行います。 

・将来の都市の形として、「コンパクトでネットワーク化された都市構造」（公共交通を中心としたマ

スカット型都市構造）を位置づけます。 

・都市空間形成の基本方向として、「都市の活力を高め、市民の暮らしを支える拠点の形成」と「安全・

安心で利便性の高いネットワークの形成」の２つの方向性を定めます。 

 

・目標年次は、概ね 20 年後の都市の姿を展望し、令和 20 年度とします。 

・なお、都市の将来像は長期的視点に立って 21 世紀中頃を念頭に描くこととします。 

 

・立地適正化計画の区域は都市再生特別措置法第 81 条第 1 項により都市計画区域内において定めるこ

ととされており、都市全体を見渡す観点から、都市計画区域全体を区域とすることが基本となります。 

そのため、本計画は岡山市の都市計画区域全域を対象とします。（旧御津町、旧建部町は対象外） 

 

岡山市第六次総合計画 

岡山市の都市計画 
に関する基本方針 

（岡山市都市計画マスタープラン） 
 

（岡山市立地適正化計画） 

＊都市マスタープランの一部 

《都市づくりに関わる各種の関連計画》 

岡山市産業振興アクションプラン 
岡山市農林水産振興アクションプラン 
岡山市総合交通計画 
岡山市緑の基本計画 
岡山市住生活基本計画 
岡山市景観計画       など 

連携 

都市計画の決定 

地域のまちづくりの展開 

岡山県南広域都市計画区域の 
整備・開発及び保全の方針 

（都市計画区域マスタープラン） 

即す 

即す 

・立地適正化計画は、「岡山市都市計画マスタープラン」に位置づけている「コンパクトでネットワーク

化された都市づくり」の実現に向けた実行戦略となる計画であり、「岡山市第六次総合計画」、県が策定

する「都市計画区域マスタープラン」に即して定めます。 

・本計画は、都市再生特別措置法第 82 条により都市計画マスタープランの一部とみなされることから、

本市都市計画の基本方針の一部と位置づけられます。 

 

➢マスカットの一粒が市民の日常生活の 

行動を基にした地域生活圏をイメージ 
 

➢マスカットの種が地域生活圏の拠点を 

イメージ 

 

➢都心・拠点間は公共交通を中心とした 

交通連携軸でネットワーク 

安全・安心で利便性の高いネットワークの形成 

凡 例 

 

地域生活圏 

都  心 

都市拠点 

地域拠点 

交通連携軸 

環状軸 
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（６）立地適正化計画の基本方針 

  

○居住や都市機能を誘導する区域を定め、一定の人口密度を維持するとともに、必要な都市機能を確保し、それらの区域を公共交通ネットワークで結ぶことにより、人口減少・超高齢社会におい 

ても、若年者から高齢者まで歩いて健康に暮らすことができるなど、生活の質が高く活力あふれる持続可能な都市を目指します。 

○人口減少が想定される中、一定の人口密度を保つ適正な市街地規模を維持する観点から、低密度な市街地の拡散を防止するとともに、中山間地などの集落地域の活性化を図り、市全体として、 

持続的に発展する都市を目指します。 

取り組みの効果（イメージ） 

将来懸念される課題や都市づくりの方向性、上位計画等を踏まえ、以下のとおり立地適正化計画の基本方針を定めます。 

都心 

都市拠点 

地域拠点 

都心 

地域拠点 

都市拠点 
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【参照】土地利用の基本方針（岡山市都市計画マスタープランより） 

【参照】区域区分の設定方針（岡山市都市計画マスタープランより） 

■人口減少が想定される中、一定の密度を保つ適正な市街地規模を維持する観点から、既成市街地の再生を図ることとし、原則として市街化区域の拡大は行わないこととします。 
 

■一方、拠点周辺や主要な駅周辺などでは、コンパクトな市街地の形成にとって、真に必要な場合には、立地適正化計画への位置づけや計画的な市街地形成を前提として、農林漁業との健全な調和を図るととも

に、災害防止の観点や自然環境への配慮のもと、住居系市街地を主として市街化区域への編入を図ります。 
 

■産業の振興を図るうえで、その規模や位置が必要と認められ、計画的な市街地整備を行うことが必要な産業・物流系市街地については、整備の見通しが明らかになった段階で、農林漁業等との調整のもと、必

要に応じ市街化区域への編入を図ります。 
 

■将来的に市街化が見込めない地区や、防災上市街地として適切ではない地区、あるいは、長期的な居住の誘導等により市街地が縮小した地区等については、状況に応じて市街化調整区域への編入を図ります。 
 

■市街化調整区域については、「市街化を抑制する」という市街化調整区域の理念のもと、優良な農地や自然環境等の保全を原則として、市街化区域縁辺部等での無秩序な開発の進行を防止するとともに、中山

間地などの集落地域では、集落活性化に資するよう、50 戸連担制度や市街化調整区域の地区計画制度も含めた、開発許可制度の全体的な運用の見直しを図ります。 

 

○環境と調和した暮らしを支える土地利用 

■公共交通沿線などの利便性が高い地域に居住を緩やかに誘導し、過度な自動車依存を抑制するな

ど、環境負荷の少ない市街地を形成します。 

■豊かに広がる田園や市街地を取り囲む里山、河川などの自然環境は、市民が健全な生活を営む上で

必要不可欠であり、市民との協働のもと保全を図ります。 

■市街化調整区域の農地は、食糧生産機能のみならず、遊水機能や生態系の保全機能など多面的機能

を有しており、都市生活を支える重要な地域として保全を図ります。 

 

○活力ある暮らしを支える土地利用 

■都心は、充実した社会資本ストックを活かし、空き店舗や駐車場等の低未利用地の利活用や、市街

地再開発事業の促進など土地の有効かつ高度利用を通じて、商業・業務、教育・文化、福祉・医療、

コンベンションなど高次都市機能の集積を図り、様々な人が住み・交流する賑わいの空間として、

政令指定都市岡山の顔、中四国の広域交流拠点として再生を図ります。 

■都市拠点は、各種の商業施設、一定規模を有する医療施設、金融機関の支店など都市的サービス機

能の集積を促進し、都心を補完し、複数の地域生活圏の中心としての都市機能の向上を図ります。 

■地域拠点は、主に日常的な買い物施設、一次診療を中心とした医療施設、郵便局等の金融機関など、

日常的な生活サービス機能の充実により、地域生活圏域の居住者の生活や交通の中心としての機能

向上を図ります。 

■産業拠点・物流拠点については、産業政策との整合を図りつつ、高速道路網や鉄道網など広域交通

網が充実したクロスポイントとしての特徴を活かして、産業の集積や活性化を図ります。 

 

○便利な暮らしを支える土地利用 

■拠点や主要な駅周辺、公共交通沿線地区などに居住や日常生活施設などを誘導し、公共交通施策と

連携して過度に自動車に頼らず、歩いても暮らせる利便性の高い市街地を形成します。 

■無秩序な市街地の拡大の抑制を原則としつつ、農林漁業との健全な調和と、災害防止の観点や自然

環境保全等への配慮のもと、コンパクトでネットワーク化された都市構造に資する市街化区域の再

編を図るなど、市街地の規模を適切に管理するとともに、空き家や空き地等を有効活用した既成市

街地の再構築などを促進し、市街地の再生・成長を図ります。 

■市街化調整区域では、優良な農地や自然環境等の保全を図るとともに、適切な土地利用の規制誘導

により、集落地域のコミュニティの維持・活性化を図ります。 

 

○安全・安心な暮らしを支える土地利用 

■土砂災害等の対策、雨水排水対策、建築物の耐震化等による市街地の防災性の向上を図るとともに、

土砂災害など災害危険度の高い地域における市街化の抑制や、公共交通や道路等の都市基盤の充実

した地域への居住の誘導などにより、災害に強い都市を構築します。 

 



  12 
 

 

（１）居住誘導区域とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）居住誘導区域の設定方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）居住誘導区域の設定方針フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

（４）①居住誘導区域に設定する区域の抽出 ～本市における区域設定の考え方～ 

 

 

 

 

 

 

分  類 本市の定義 

都心・拠点周辺 都市計画マスタープランに位置づけた都心の境界及び各拠点の中心から概ね 800m 圏 

利便性の⾼い公共交通沿線 

鉄軌道︓鉄道駅から概ね 800m 圏及び路⾯電⾞の電停から概ね 300m 圏 

バス︓運⾏本数（⽚道）概ね 30 本／以上のバス停から概ね 300m 圏 

良好な居住環境が形成されている区域 ⼟地区画整理事業による基盤整備区域のうち、バス停から概ね 300m 圏 

【基本的な考え方】 

・居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活

サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。 

・このため、居住誘導区域は、都市全体における人口や土地利用、交通や財政の現状及び将来の見通しを

勘案しつつ、居住誘導区域内外にわたる良好な居住環境を確保し、地域における公共投資や公共公益施

設の維持運営などの都市経営が効率的に行われるよう定めるべきとされています。 

・また、市街化調整区域や災害の危険性が高い区域等は、居住誘導区域に含まないこととされています。 

【居住誘導区域の設定】 

・居住誘導区域を定めることが考えられる区域として、以下が考えられる。 

－都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域 

－都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、都市の中心拠

点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 

－合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域 

（第 10 版 都市計画運用指針(国土交通省)より） 

 

※拠点周辺や主要な駅周辺などでは、コンパクトな市街地の形成にとって、真に必要な場合には、立地適正化

計画への位置づけや計画的な市街地形成を前提として、農林漁業との健全な調和を図るとともに、災害防止

の観点や自然環境への配慮のもと、住居系市街地を主として市街化区域への編入を図り、編入後は、居住誘

導区域に設定します。 

５．居住の誘導方針 

【設定対象】市街化区域 

②居住誘導区域に含まない区域の抽出 

①居住誘導区域に設定する区域の抽出 

 ・都市計画マスタープランに位置づけた都心及び各拠点の徒歩圏域 

    ⇒都心の境界及び各拠点の中心から概ね 800m 圏 

 ・利便性の⾼い公共交通沿線の徒歩圏域 

    ⇒鉄道駅から概ね 800m 圏及び路⾯電⾞の電停から概ね 300m 圏 

    ⇒運⾏本数（⽚道）概ね 30 本／日以上のバス停から概ね 300m 圏 

・良好な居住環境が形成されている区域のうち、公共交通沿線の徒歩圏域 

⇒⼟地区画整理事業による基盤整備区域のうち、バス停から概ね 300m 圏 

即地的な区域の検討 

・具体的な区域線の引き⽅を整理 

  

居住誘導区域 

「都市構造の評価に関するハンドブック」について 

 ・各都市におけるコンパクトなまちづくりを支援する参考図書として、現況及び将来における都市構造 

 のコンパクトさを生活の利便性、健康・福祉などの６つの分野から多角的に評価する手法をとりまとめ 

たもの。 

基
本
方
針 

今
後
検
討 

・拠点や主要な駅周辺、公共交通沿線などに居住や日常生活施設などを誘導し、過度に自動車に頼らず、

歩いても暮らせる利便性の高い市街地を形成するため、本市の居住誘導区域は徒歩圏域で設定します。

・なお、徒歩圏域は、国土交通省「都市構造の評価に関するハンドブック」における定義を採用します。

  ⇒徒歩圏：拠点・鉄道駅は半径 800ｍ、バス停は誘致距離を考慮して 300ｍ。 

 出典：国土交通省資料 

・一定のエリアにおいて人口密度を維持し、生活サービス機能及びコミュニティを持続的に確保すると

ともに、生活サービス機能などが集積した都心や拠点へ公共交通でアクセスすることができ、若年者か

ら高齢者まで歩いて健康に暮らすことができるよう、都市計画マスタープランに位置づけられた都心や 

拠点、利便性の高い公共交通沿線などの徒歩圏域へ居住を誘導します。 
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（４）①居住誘導区域に設定する区域の抽出 ～圏域の設定～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）②居住誘導区域に含まない区域の抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）届出制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）誘導施策 

 

 

○建築等の届出 

都市再生特別措置法第 88 条の規定に基づき、居住誘導区域外で下記の行為を行う場合、これらの行

為に着手する日の 30 日前までに、行為の種類や場所などについて、市長への届出が必要となります。 

 
○「原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき」とされている区域 

 ・土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域 

  ⇒突発的に発生する土砂災害は事前の避難対応が困難であることから、居住誘導区域に含まない  

○「総合的に勘案し、居住誘導が不適と判断される場合は、居住誘導区域に含まないこととすべき」とさ

れている区域 

 ・土砂災害警戒区域 

  ⇒突発的に発生する土砂災害は事前の避難対応が困難であることから、居住誘導区域に含まない 

 ・津波浸水想定区域、河川氾濫浸水想定区域 

  ⇒水害は、気象予報や河川水位の観測データ等を用いた予測が可能であり、事前の避難対策等で被

害を軽減できることから、津波および河川氾濫の場合、１階の軒下を超える浸水（2m 以上）が想

定される区域を除き、居住誘導区域に含める 

○「居住誘導区域に含めることについては慎重に判断を行うことが望ましい」とされている区域 

  ・工業専用地域、流通業務地区 

  ⇒住宅の建築を制限していることから、居住誘導区域に含まない 

○本市独自に居住誘導区域に含まない区域 

⇒住宅の建築を制限している区域（臨港地区、新産業ゾーン）および適切な居住環境であるとはいえ

ない工業地域、山林、大規模な墓地等については、居住誘導区域に含まない 

 

・都市計画運用指針に示されている「居住誘導区域の設定」を参考に検討を行い、居住誘導区域に含まな

い区域を設定します。 

 

・本市における徒歩圏域を、パーソントリップ調査の距離別発生集中交通量をもとに検証したところ、 

公共交通利用者の過半数が利用する圏域は下記のとおりでした。 

・鉄道利用者の過半数の出発地は、駅から 800m 以内。 

・バス利用者の出発地は、バス停から 250m 以内（≒300m）。 

 ⇒過半数の利用圏域は、「都市構造の評価に関するハンドブック」の徒歩圏域と符合する。 

 

出典：H24 岡山・倉敷・総社交通実態調査（パーソントリップ調査） 

出典：国土交通省資料 

・居住の誘導を図るために展開する施策については、今後関係部局等と協議を行いながら検討を進めてい

きます。 

 

【居住誘導区域の区域設定イメージ】 
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（１）都市機能誘導区域とは 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）都市機能誘導区域の設定方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）都市機能誘導区域の設定方針フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．都市機能の誘導方針 

出典：国土交通省資料 

【岡山市都市計画マスタープランにおける都心・拠点の位置づけ】 

【都心】 

・政令指定都市岡山の顔であり、岡山都市圏の
中心拠点として、商業・業務、医療・福祉、
教育・文化、コンベンション等の高次な都市
機能や回遊性・賑わい、交流機能等が充実
し、市全体や都市圏の発展をけん引する。 

【都市拠点】 
・複数の地域生活圏の都市活動や市民生活を支

える拠点として、各種の商業施設、一定規模
を有する医療施設、金融機関の支店などの都
市的サービス機能を有し、都心を補完する役
割を担う。 

 
 【地域拠点】 
・地域生活圏における市民生活の拠点として、

主に日常的な買い物施設、一次診療を中心と
した医療施設、郵便局等の金融機関など、主
に日常的な生活サービス機能を有し、地域住
民の日常生活を支える。 

 
 

【基本的な考え方】 

・都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業といった民間の生活サービス施設等の誘導を図る区域です。

・原則として、都市機能誘導区域は、居住誘導区域内において設定されるものであり、医療・福祉・商

業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの

効率的な提供が図られるよう定めるべきとされています。 

【都市機能誘導区域の設定】 

・都市機能誘導区域は、例えば、都市全体を見渡し、以下の区域を設定することが考えられる。 

  －鉄道駅に近く業務、商業などが集積する地域等、都市機能が一定程度充実している区域 

  －周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域 

  －都市の拠点となるべき区域 等 

・誘導区域の規模は、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によりそれら

の間が容易に移動できる範囲で定めることが考えられる。 

（第 10 版 都市計画運用指針(国土交通省)より）

 

【設定対象】居住誘導区域 

都市機能誘導区域に設定する区域の抽出 

 ・都市計画マスタープランに位置づけた都心及び各拠点に、都市機能誘導区域を設定 

   ⇒都心は、都市計画マスタープランに位置づけた都心（中心市街地）の区域 

   ⇒都市拠点は、拠点中心から概ね 800m 圏 

   ⇒地域拠点は、拠点中心から概ね 400m 圏 

即地的な区域の検討 

・具体的な区域線の引き⽅を整理 

都市機能誘導区域 

基
本
方
針 

今
後
検
討 

・都市計画マスタープランに位置づけた都心・都市拠点・地域拠点へ、それぞれの拠点特性に応じた都

市機能の誘導・集積を図ります。 

・地域拠点については、必要な都市機能の誘導に加え、既存の都市機能の維持という観点も踏まえ、誘

導区域に設定します。 

 

【マスカット型都市構造】 
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（４）都市機能誘導区域に設定する区域の抽出 ～都心・拠点ごとの区域設定～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）届出制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）誘導施策 

 

 

  

○建築等の届出 

  都市再生特別措置法第 108 条の規定に基づき、都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の

建築や開発行為等を行おうとする場合、これらの行為に着手する日の 30 日前までに、行為の種類や

場所などについて、市長への届出が必要となります。 

 

出典：国土交通省資料 

○休廃止等の届出 

  都市再生特別措置法第 108 条の２の規定に基づき、都市機能誘導区域内において、当該都市機能

誘導区域に係る誘導施設を休止又は廃止しようとする場合、休止又は廃止しようとする日の 30 日

前までに、市長への届出が必要となります。 

 

・都心は、都市計画マスタープランに位置づけた都心（中心市街地）とします。 

・都市拠点は、周辺地域から公共交通によりアクセスして都市機能を利用することを想定し、拠点中心か
ら一般的な徒歩圏域である概ね 800m 圏とします。 

・地域拠点は、拠点内の居住者が徒歩により都市機能を利用することを想定し、拠点中心から概ね 400m

圏とします。 

 

【都市機能誘導区域の区域設定イメージ】 

出典：国土交通省資料 

・都市機能の誘導を図るために展開する施策については、今後関係部局等と協議を行いながら検討を 

進めていきます。 
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（１）誘導施設とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）誘導施設の設定方針 

 

 

 

（３）誘導施設の設定方針フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（４）都心・各拠点ごとの都市機能選定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本的な考え方】 

・誘導施設は、都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉

又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの）のうち、都市機能誘導

区域ごとに立地を誘導すべき施設として位置づけたものです。 

・このため、都市機能誘導区域や市全体における現在の年齢別の人口構成や将来の人口推計、施設の充

足状況や配置等を勘案して、必要な施設を定めることが望ましいとされています。 

【誘導施設の設定】 

・誘導施設は、居住者の共同の福祉や利便の向上を図るという観点から 

-病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、地域包括支援センター

その他の高齢化の中で必要性の高まる施設 

-子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て支援施設、

小学校等の教育施設 

-集客力があり、まちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、スーパーマーケット等の

商業施設 

-行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設 

などを定めることが考えられる。 

（第 10 版 都市計画運用指針(国土交通省)より） 

 

７．誘導施設の設定方針 

 

・誘導施設として考えられるものを都市機能分類別に整理 

・都心、各拠点の役割に応じた施設（広域的な拠点施設、地域
的な拠点施設）に分類 

・都市機能誘導区域内に⽴地することが望ましい施設を検討 

誘導施設 

・施設の立地状況を確認し、国土交通省資料の都市機能分類イメージや他都市の事例を参考としつつ、

今後関係部局等と協議を行いながら検討を進めます。 

国土交通省資料を基に作成 

出典：岡山市都市計画マスタープラン 

基
本
方
針 

今
後
検
討 

・都市計画マスタープランにおける拠点ごとの位置づけや市民アンケート結果を踏まえつつ、生活の利便

性向上と維持の面から、都心・各拠点ごとに必要な都市機能を選定し、誘導施設を設定します。 
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市民、企業、NPO等の多様な主体の協働

無回答及び無効回答

(%)

買い物・通院などの便利性 ゆとりある閑静な住環境

バスや鉄道など公共交通の利便性 車での移動のしやすさ

災害時の安全性 治安や防犯上の安全性

道路や公園などの都市環境 豊かな自然環境

子育て・教育環境 良好な地域コミュニティ

その他

72.2%

77.9%

19.2%

43.7%

16.5%

23.0%
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（１）市民ニーズ 

  

  

 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

８．参考 

○まちづくりで大切にすべき視点 

・市民は、今後のまちづくりの視点として、超高齢社会、人口減少・少子化、災害への備え、人づく

り、交通、環境保全などを重要視しています。 
 

           ■今後のまちづくりで大切にすべき視点 

 

○居住地条件 

・市民が、居住環境として重視する項目は、買い物・通院などの利便性の割合が最も高く、次いで 

バスや鉄道など公共交通の利便性、治安や防犯上の安全性の割合が高い状況です。 
 

■居住地として重視する項目 

      出典：H28 住まいとまちづくりに関する市民アンケート調査 

○居住地域 

・市民は、住み慣れた環境を重視し、「今住んでいる場所の近所」が各年代においてニーズが高いが、 

若い世代ほど「都心」に対する居住のニーズが高く、年齢が高まると「地域の生活拠点」へのニー

ズが高くなっています。 
 

              ■住みたいと思う地域 

      出典：H27 岡山市市民意識調査 
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都心 地域の生活拠点 

■都心(岡山駅周辺 1km 圏域) 
■今住んでいる地域で、駅周辺や

生活施設が集まる便利な場所 
■今住んでいる場所の近所 
■今住んでいる地域から離れた

別の地域 
■岡山市以外の市町村 

      出典：H28 岡山市総合交通計画市民アンケート調査 

      出典：H28 住まいとまちづくりに関する市民アンケート調査 

○居住地条件 

・市民が、居住地近くにあれば生活しやすい施設のニーズとしては、食品スーパーが最も多く、次い

で医療機関、金融機関の割合が高くなっています。 

■居住地近くにあれば生活しやすい施設 
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（３）今後のスケジュール 

 

                                                            

 

 

 

 

Ｑ 都心への一極集中が進み、周辺部が切り捨てられたりしないの？ 

Ａ 本市では、第六次総合計画を策定し、人口減少や少子高齢化の進展が見込まれる中にあっても、持続的に発展できる都市を形成するため、周辺地域に活力ある拠点が形成され、都心、地域の拠点、 

地域生活圏の各エリアがネットワークで結ばれた「コンパクトでネットワーク化された都市づくり」を進める方針としています。 

  これは、日常的なサービスは地域の拠点を中心に、より高次なサービスは都心で受けることができ、多様な人、モノ、情報が活発に行き交い、市域全域で機能や役割を補完し合いながら、都心及

び周辺部がともに発展する都市の形成を目指すもので、立地適正化計画は、この方針を実現するための実行戦略であると考えています。 

Ｑ 誘導区域外になると、住めなくなったり、施設の立地ができなくなるの？ 

Ａ 本計画は、市民の皆様のお住いの場所や施設の立地を規制するものではありません。 

お住いの建て替えや引っ越し、施設を立地する際に、場所選びの参考となるよう、本市が考える都市の将来像をお示しし、緩やかな誘導を図ろうとするものです。 

なお、居住誘導区域外でも、既存の居住地については、ゆとりある郊外での暮らしや、自然と調和した暮らしなど、居住環境の維持を図ります。 

Ｑ 届出制度はどんな意味があるの？ 

Ａ 誘導区域外で、一定規模の建築や開発行為を行う場合は、法律の規定により届出が必要となりますが、その際には、市から公共交通や防災等に関する様々な情報をお伝えしていくことなどを 

考えています。 

届出制度は、皆様がお住いや施設の立地場所を選ぶ際に、本計画やまちづくりについて考えていただくきっかけになるものと考えています。 

令和元年度 令和2年度

基
本
方
針(

案) 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト 

計
画
原
案 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト 

基
本
方
針
検
討 

計
画
原
案
検
討 

計
画
策
定 

公
表 

計
画
原
案 

策
定 

Ｑ ネットワークの計画はどうなっているの？ 

Ａ 「コンパクトでネットワーク化された都市づくり」の実現に向けて、現在、利便性の高い公共交通サービスを安定的に提供することを目標とする地域公共交通網形成計画の策定を進めており、  

今後、この計画とも連携を図りながら、立地適正化計画の策定を進めていきます。 


